
保険金をお支払いする主な例 
（1）傷害事故　ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合

に保険金をお支払いします。 
　　　　　　　 
 
　 
 
 
 
 
（2）賠償事故　ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の

物をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

社会福祉協議会では 

ボランティアとボランティアを必要としている方を 

　「かけはし（コーディネート）」しています。 
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ボランティア・コーディネート 2009年3月号 

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任を補償します 

補償期間：平成21年4月1日～平成22年3月31日 

年間保険料 

（掛金） 

基本タイプ 

天災タイプ 

 

加入プラン・補償金額 

Cプラン Bプラン Aプラン 

１，４１８万円 

７，０００円 

 

４，５００円 

５億円（限度額） 
 

A　２６０円 

天災A　４６０円 

 

２，５５３万円 

１１，０００円 

 

７，０００円 

５億円（限度額） 
 

B　４２０円 

天災B　７７０円 

 

４，０９８万円 

１４，０００円 

 

９，０００円 

５億円（限度額） 
 

C　  ５９０円 

天災C １，１３０円 

 

入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額をお支払いします 

社会福祉法人　全国社会福祉協議会 

補償内容  

入浴ボランティア活動
中、誤ってお年寄りにケ
ガをさせた 

家事援助ボランティ
ア活動で清掃中、誤っ
て花びんを落として
こわした 

自転車でボランティア活
動に向かう途中、誤って他
人にケガをさせた 

清掃ボランティア活動中、
転んでケガをした 

ボランティア活動に向かう途
中、交通事故にあった 

　　　　活動中、食べた弁当
でボランティア自身が食中毒
になった 

揖斐川ボランティア市民活動支援センター・揖斐川町社会福祉協議会 
TEL（0585）23－0411　　FAX（0585）23－1678 
 

問い合わせ 
お申し込み先 

死亡・後遺障害保険金 

入 院 保 険 金 日 額  

手 術 保 険 金  

通 院 保 険 金 日 額  

賠 償 責 任 保 険 金  

（対人・対物共通） 



揖斐川ボランティア市民活動支援センター（揖斐川町社会福祉協議会内） 

TEL:(0585)23-0411  FAX:(0585)23-1678

ボランティアに関する 

問合せ先 

　社会福祉協議会では、町内在住の75歳以上のひとり暮らしの方、80歳以上の高齢者世帯のお
宅を対象に、毎月1回温かな手作り弁当を調理し、ご自宅へお届けする『給食サービス』を行っ
ております。 
　谷汲地区、久瀬地区にお住まいで、月 1回（参加していただける月で結構です）の調理・配
達にご協力いただける方、ぜひ一緒に心のこもったお弁当を作り、地域の利用者のもとへ笑顔
でお届けしませんか。 

日　　時　　毎月1回（7・8・9・1月を除く）　　午前9時　～　正午 

場　　所　　谷汲地区：谷汲文化会館　調理室 

　　　　　　久瀬地区：久瀬公民館　調理室　 

内　　容　　弁当の調理および配達（どちらかでも結構です） 

問合せ先　　揖斐川町社会福祉協議会 

　　　　　　谷汲支所　( 　56－3700　／　担当：上田） 

　　　　　　久瀬支所　( 　54－2288　／　担当：杉本） 

 

 


